
（5） 第888号 広 報 え び な 平成20年（2008年）3月1日 （4）

年金の年額によって

徴収方法が異なります
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75 歳以上の方対象
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均等割額
39,860円

（例） 平成 19年中の収入が、年金収入 208万円のみの場合（保険料の軽減制度に該当しない場合）

年間保険料額
上限 50万円

所得割額
〔平成 19年中の総所得金額等－33万円（基礎控除額）〕×7.45％（所得割率）

（1） 「均等割額」を算出（1人当たり均一の金額）

（2） 「年金所得」を算出

（4） 「年間保険料額」を算出（Ⓐ＋Ⓒ）

39,860円（均等割額）…Ⓐ

880,000円（年金所得）…Ⓑ

80,830円（年間保険料額）

　　 2,080,000円（年金収入） － 1,200,000円（公的年金等控除額）＝　

　　39,860円（Ⓐ均等割額） ＋ 40,975円（Ⓒ所得割額）＝ ※10円未満切り捨て

〔1カ月当たり 約 6,730円〕

※土地建物等の譲渡所得や、確定申告をした株式譲渡所得が含まれます
※青色専従者給与等控除が適用されます

※算出方法は〔表①〕参照

＋ ＝

（3） 「所得割額」を算出
40,975円（所得割額）…Ⓒ　　〔 880,000円（Ⓑ年金所得） － 330,000円（基礎控除額）〕 × 7.45％（所得割率）＝
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保険料の納付は簡単便利な口座振替で！

○○銀行


